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日本財団は、ボートレースの売上げを財源に活動している民間の助成財団です。
国ではできないこと、国の施策が行き届かない問題はたくさんあります。
このような問題を、みなさまと一緒に解決したいと思っています。
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チェックリスト（提出書類確認一覧）

提出時期 提出書類 注意事項 提出方法 提出日

事業
開始前

助成契約書
（1部のみ）

代表者印を押印 郵送 ／

事業
実施中

助成金受領
確認書

メール ／

事業
完了時

助成事業
完了報告書

事業完了後30日以内に、代
表者印を押印し提出（収支計
算書を含む）

郵送 ／

警察の運行
証明書のコ
ピー

証明書の宛名は申請団体 ／

自動車車検
証のコピー

※p6を参照してください。 ／

配備車両写
真 4枚

前・後・左・右
（塗装デザインがわかるもの）

／

事業
完了後

出発式の
案内

日時 メール/
電話

／

場所

参加者一覧

参加児童数

2019年
3月

活動報告書 郵送 ／

※提出日に日付を入れてチェックしてください。
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1 .  助成事業の流れとポイント

事業の完了後３０日以内に、助成
事業完了報告書をご提出ください。
事業完了日についてはp.９をご参照
ください。

※納車後には出発式を行ってくださ
い。
※2019年3月末日までに活動報告
書をご提出ください。
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４

65 7

完了報告書の提出

事業成果の公開 監査、事業評価 管 理

（p.８） （p.１３）（p.１２）

（p.９）

①監査:事業が適正に実施されたか
を監査し、助成金額を確定します。
②事業評価:事業プロセス、成果な
どについて評価します。

実施した事業の成果は、「公益コミュ
ニティサイトCANＰAN」で公開してくだ
さい。

物品なども取得された場合、助成期
間終了後も、定められた期間管理
する義務があります。やむを得ず譲
渡、処分する場合は手続きが必要と
なります。

助成契約

（p.４）

助成事業の詳細を示した契約書を
取り交わします。まず内容をよくご確
認ください。

進行管理

出発式の日程が決まったら、当財団
までお知らせください。

助成金の受け取り

（p.４）

契約締結後、所定の助成金支払
日にお支払いいたします。入金確認
後、助成金受領確認書をご提出く
ださい。

32１



２ .  助成契約について
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１ 契約内容の確認

お手元に届いた契約書の内容について、必ずご確認ください。契
約内容に訂正の必要があるときはご連絡ください。
※助成契約lこ関する重大な契約違反があった場合は、助成金
の返還や日本財団Webサイト上での団体名、代表者名など
の公表を行います。

２ 契約書の返送

２部ある契約書に、それぞれ代表者印（計２ヶ所×２部）を押印し、
１部はお手元に保管し、もう１部を数日中に当財団あてにご返送く
ださい。
なお、この際、 契約締結日より３ヶ月以内に発行された法人の登
記簿謄本または全部事項証明書（原本） １部を同封してください。

３ .  助成金受領確認について

１ 振り込み金額の確認

助成金振り込み先に指定した口座に入金されているか、必ずご
確認ください。契約書に記載の支払月の月末に振り込まれます。

２ 助成金受領確認書の返送

振り込み内容を確認後、次ページの「助成金受領確認書」を
参考に、任意の書式で、財団担当者宛てにメールに添付して
お送りください。



助成金受領確認書 《例》
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助成金 ○○○○○ 円につきましては、 ××××年○○月△△日に入金を確認しました。

助成金受領確認書

日本財団 担当者 ○○○○ 報告日付：○○○○年○○月○○日

事業ＩＤ：助成契約書に記載の事業ＩＤ

事業名：地域防犯活動推進のための青パトの購入

団体名：団体の正式名称

担当者名：担当者の名前

ＴＥＬ：○○○○―○○○○

FAX：○○○○―○○○○

この様式は、「日本財団 ガイドブック」で検索、もしくは以下のURLを直接入力して、ダウンロードしてください。
http://www.nippon-foundation.or.jp/what/grant_application/downloads/guidebooks/

http://www.nippon-foundation.or.jp/what/grant_application/downloads/guidebooks/


４ .  車両の整備（購入）について
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１ 車両の発注について

申請時に見積りを取った車両業者と、車両・青パト装備・財団ロゴマーク・団体
名を含む塗装についての確認をし、発注します。

また、納車予定日を確認します。

２ 車検証の登録について

車検証の使用者および所有者は、基本的には団体名で登録してください。

※団体名で登録が出来ない場合のみ、団体代表者名での登録とします。
その際は、車検証の備考欄に「自主防犯活動用自動車」の記載が必要です。



５ .  車両のデザインと助成表示について
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助成表示マークは以下のWebサイトよりダウンロードし、ご利用ください。

http://www.nippon-foundation.or.jp/about/disclosure/ci/

ロゴマークは加工などせずにお使いください。ダウンロードができない場合は、別途対応しますので
お知らせください。

車体には団体名も表示してください。

車両の配備事業に際しましては、ボートレースの売上金による日本財団の助成事業であることを明示するため

に当財団指定のデザインをお願いしています。車のデザインとロゴマークの表示については、日本財団青色パト

ロールカーグラフィックマニュアルをご確認ください。

http://media.wix.com/ugd/4c2065_a1dcef80b70bfb2625f49a8d796cac5b.pdf

※日本財団のロゴデザインの詳細、色番号などは、別途日本財団HP/グラフィックマニュアルにてご確認ください。

http://www.nippon-foundation.or.jp/about/disclosure/ci/

※上記以外の車種や、その他、不明な点がありましたら当財団の担当者にお問い合わせください。

日本財団青色パトロールカーグラフィックマニュアルは下のURLからダウンロードしてください。

http://media.wix.com/ugd/4c2065_a1dcef80b70bfb2625f49a8d796cac5b.pdf



６ .  助成事業における情報発信について
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情報発信を行う理由とは？

日本財団は、ボートレースの売上の一部を財源として皆様の支援を行っているため、社会に対する積
極的な情報発信は不可欠であると考えています。そのため、事業を実施する皆様も、公益コミュニティサ
イト「CANPAN」を通じて、様々な情報発信をしてください。

①ブログでの情報発信

事業実施前 ②成果物公開事業実施中 事業完了

①ブログでの情報発信
日々の活動を記録として蓄積し、発信するためには、ブログが適しているため、日本財団助成事業では、「

CANPANブログ」を利用してください。なお、すでに他サイトのブログをご利用中の方は、「CANPAN団体情報」に当
該ブログURLを登録してください。

http://fields.canpan.info/help/blog1.html

②成果物公開
実施事業の成果、ノウハウ等を広く社会に共有するため、事業成果物を下記の通り、CANPANに登録してくださ

い。運営事務局で確認後、日本財団図書館に公開されます。
http://www.nippon-foundation.or.jp/what/grant_application/downloads/guidebooks/download/seikabutsu.pdf

③新聞・テレビ、地域の広報誌等への広報
地域の新聞やケーブルテレビ、市報、ミニコミ誌などへ積極的に広報してください。次の④出発式を必ず実施し

ていただき、取材をしてもらうことと同時に、地域の皆さんにも活動や新しい青パトの配備について知ってもらう機
会を設けてください。

④出発式の開催
出発式は、必ず開催してください。納車予定日を考慮して、日程を決定します。会場は、地域の中心で、集まり

やすい所で実施してください。参加者は、行政・警察・学校・報道・団体等地域の関係者及び日本財団です。式次
第については、下の例を参照を参照してください。出発式の様子を③などで広報し、掲載記事等は1部を日本財団
に郵送してください。

1. 開式
2. 来賓挨拶（行政・警察関係者）
3. 日本財団挨拶（または祝電）
4. 車両贈呈（レプリカキー贈呈）
5. 団体代表者挨拶
6. テープカット
7. 児童・生徒代表挨拶
8. 花束贈呈
9. 決意表明（パトロール隊員）
10.パトロール出発
11.閉式

※ 4.レプリカキーは日本財団で準備します。

出発式次第（参考例）
必ず実施して
ください！



７ .  助成事業の完了について
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事業の完了とは

事業完了日とは、青パトを購入した日（領収証の日付または銀行振り込み日）です。

提出書類について

助成事業完了後３０日以内に、「助成事業完了報告書」及び以下の書類をご提出ください。

以下のホームページも合わせてご覧ください。

「日本財団 チーム青パト 完了報告書の作成にあたって」

http://teamaopato.wixsite.com/aopato/untitled-cirv

（１）「助成事業完了報告書」 原本１部 （例 次ページ参照）

※代表者印の押印が必要となります。

（２）収支計算書 ※見積り時と金額が異なる場合には明細書が必要です。

（３）自動車検査証（コピー）

（４）新しい運行証明書（コピー）

（５）車両の写真 4枚（前・後・左・右から写したもの）

助成表示ロゴマーク箇所の写真、車のナンバーが分かる写真を含む

活動報告書について

助成車両導入後の青パト活動の状況をご報告いただきます。

2019年3月末日までに、所定の様式にて、代表者印を押印の上、郵送にてご提出ください。

様式は「チーム青パト」のウェブサイトからダウンロードいただけます。

なお、活動報告書に以下の書類を添付してください。

添付書類

（１）直近の1ヶ月間の運行報告書（運行日報など）

（２）出発式やパトロールの様子などが掲載されている新聞や広報紙等の記事、団体の

会報、活動の写真など

送付先について

「助成事業完了報告書」、「活動報告書」はいずれも次のところにご郵送ください。

＜送付先＞

〒107-8404 東京都港区赤坂1-2-2

日本財団 公益事業部 国内事業審査チーム 青パト担当



助成事業完了報告書 《例》
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                                            （様式） 
1/2 

 

助成事業完了報告書 
 
日本財団 会長 笹川 陽平 殿 

報告日付： 20XX年XX月XX日 

事業ID：201XXXXXXX 

事業名：地域防犯活動推進のための青パトの購入 

団体名：○〇地区防犯協会 

代表者名：○〇 ○〇 

TEL：03-1234-5678 

FAX：03-8765-4321 

事業完了日： 20XX年XX月XX日 

                                                             

事業費総額    1,501,135  円 （事業の実施にあたり生じた費用の総額（収支計算書の決算額）   

自己負担額       301,135  円                                         

助成金額       1,200,000  円 （事業実施のために使った助成金の総額）               

 

事業内容：                 

 

１． 日本財団指定のデザインを塗装した新しい青パトの購入 

（１)車種：軽自動車 

（２）パトロール実施地域：○○県△△市 □□小学校区内 

 

                                                             

事業目標の達成状況：         

 

   ○〇地区では、４年前から自治会を中心に駅前を中心に防犯パトロールを実施してきた。 

  日本財団寄贈の青パトが増えたことで、パトロール回数を増やすことができ、従前の活動に 

  加えて小・中学校の登下校時の巡回や独居高齢者の見守り活動なども始めた。また、活動 

  の様子や防犯を啓蒙するためのチラシなどを配布・回覧し、地域全体の防犯意識を高める 

  ための取り組みも行っており、地域の犯罪発生件数も減少の傾向を見せている。 

                                                             

事業成果物： 
 

１．購入した青パトの写真（4枚） 

２．運行許可証のコピー 

３．自動車検査証のコピー 

 
 

 

印 

 助成契約書をご確認の上、 

正確にご記入ください。 

領収証の日付（複数ある場合 

は最後の日付）を記入します。 

代表者印を 

押印します。 

前･後･左･右、塗装されたデザイン 

がわかるように撮影してください。 

助成契約書３頁目「事業計画概要」の 

記載を参照しながらご記入ください。 



収支計算書 《例》
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△△△△年○月×日から□□□□年△年○日まで

収支計算書

２／２

収入の部 （単位：円）

科目 予算額 決算額 受入済額 返還見込み額 未調達額

日本財団助成金収入

自己負担

１，２００，０００

３００，０００

１，２００，０００

３０１，１３５

１，２００，０００

３０１，１３５

０

０

０

０

収入合計 １，５００，０００ １，５０１，１３５ １，５０１，１３５ ０ ０

助成契約書に記載された助成金額

支出の部
（単位：円）

科目 予算額 決算額 支出済額 未払額

青パト車両整備費 １，５００，０００ １，５０１，１３５ １，５０１，１３５ ０

支出合計 １，５００，０００ １，５０１，１３５ １，５０１，１３５ ０

科目は、通常使用しているものを
そのままお使いください。

事業期間内に予算を変更した
場合は、変更後の予算額

収支計算書は、以下を参考に作成してください。

この様式は、以下のURLをクリックしてダウンロードしてください。
http://teamaopato.wixsite.com/aopato/untitled-cirv

助成契約書に記載された事業総額

助成契約書に記載された事業費総額

事業完了報告書の完了日付
と合致させてください。（p.10 )

助成金収入は、千円未満は切り捨て

※予算額に対し、決算額が下回った場合、前もってご相談ください。

<補足>



８ .  監査について
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１ 監査

助成金が助成事業に必要な経費として経済的かつ適正に使用されたかを確認するものです。
当財団の監査員が、助成事業完了報告書の受領後に実施します。

２ 事業の評価

事業の成果、プロセスなどについて評価を実施します。

３
助成関係書類および取得した車両は、助成事業完了日の属する事業年度の終了後、５年間が管
理期間となっています。
書類など、紛失しないように管理をお願いします。
また、今回助成された車両について廃棄などを行う場合には、当財団までご一報ください。

事業の管理



９. 書類や物品の保管、管理について
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助成金に関わる次の書類の原本は、事業完了日が属する会計年度の終了後、５年間保管してくだ
さい。また助成事業により取得した物品は、注記（p.14）の期間、管理してください。

保管していただく書類と留意事項

１．助成契約関係書類 ・助成金申請書（事業計画書他）
・助成契約書及び付属書類
・変更届（事業計画や実施内容を変更した場合）
・変更届への回答文書（該当する場合のみ）
・助成事業完了報告書

２．事業実施の効果を示す資料 ・目的にどの程度近づいたかを示すもの
・目標の達成度を示すもの
・受益者の変化や反応を示すもの
・社会からの反響を示すもの

３．振込書などの原本 <車両整備関係>
・購入に係わる稟議決裁文書及び議事録など
・購入に係わる見積書、契約書、納品書、請求書、振込書
などの証拠書類

※発行（受領）した日付の記載漏れにご注意ください。

４．会計帳簿、預貯金通帳 ・助成事業に関する会計帳簿
※補助簿を作成して科目毎の支出を管理してください。

・預貯金通帳

５．その他関係資料など ・諸規程
※契約締結についての規程など、予算執行に関する諸規程。
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（注記）

・管理期間は、助成事業完了日の属する事業年度の終了後５年間とします。ただし、法人税法に
定める減価償却資産の耐用年数が５年以内のものは、その期間とします。なお、当財団が特に
必要と判断したときは、管理期間を延長または短縮することができます。

・廃車等につきましては、その旨を当財団の担当者に相談し、指示を受けてください。

・任意保険への加入をお願いします。

取得した車両の管理について

１０ .  個人情報の取り扱いについて

助成事業の実施に際し収集する個人情報については、個人情報保護法に沿って適正
に取り扱ってください。

例えば、
・参加者名簿
・アンケート
・写真、ビデオ

などにおける個人情報の取り扱いには十分ご注意ください。

※日本財団が助成事業に関して収集した個人情報は、当財団の個人情報保護規程に
基づき、助成事業に関する事務手続き、助成金の募集案内、日本財団に関連するイ
ベント案内、アンケートの実施、メールマガジンなどの各種お知らせに利用します。

事業実施における個人情報の取り扱い
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■連絡先

〒107-8404 東京都港区赤坂1-2-2
日本財団 公益事業部 国内事業審査チーム 青パト担当

電話： 03-6229-5161

■日本財団所在地


